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 物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し、経済的な負担軽減を図るため、柳津町物価高騰対応子育て世

帯臨時支援給付金を支給します。 
 

支 給 対 象 者 

令和７年１１月１日（基準日）において、柳津町の住民基本台帳に登録がある①に該当す 

る児童もしくは、基準日以降において柳津町の住民基本台帳に登録された②に該当する児童

を養育している方 

①平成１９年４月２日から令和７年１１月１日までに生まれた児童 

②令和７年１１月２日から令和８年３月３１日までに生まれた児童 

支 給 額 児童１人当たり１１万万円円 

支給手続きなど 

申請が不要な方 

・柳津町から児童手当を受給している方 

対象の方には令和７年１１月１０日付けで通知を送付しています。 

支給予定日：令和７年１１月２８日 

※児童手当受給口座以外の口座に振り込みを希望される場合は別途届出が必要です。 

 手続き方法は送付した通知をご確認ください。 

申請が必要な方 

・柳津町から児童手当を受給していない方 

対象の方には令和７年１１月１０日付けで通知を送付しています。 

送付した申請書に必要事項を記入し、総務課財政係まで郵送、または持参してください。

申請を受け付け後、おおむね１か月で指定の口座に振り込みます。 

そ の 他 

令和７年１１月２日以降に生まれた児童への対応 

・出生届提出の翌月以降、順次通知を送付します。 
柳津町から児童手当を受給している方は申請不要、受給していない方は申請が必要です。 

 
問 総務課財政係 ℡０２４１－４２－２１１２ 
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総務省デジタル活用支援推進事業の一環で、スマートフォンの使い方を学ぶ「スマートフォン教室」を開催し

ます。スマートフォンの操作に慣れていない方、電話やメール、その他の便利な使い方を学びたい方など、どん

な方も楽しんで学ぶことができる内容です。 

スマートフォンをお持ちでない方も参加できますので、参加希望の方は下記によりお申し込みください。 

 

■開催場所・日程・内容 

開 催 日 時 間 内 容 

１２月１日(月) 

９：３０～１１：３０ 

基本操作、カメラの使い方など 

１２月２日(火) 地図機能の使い方など 

１２月１５日(月) ＬＩＮＥの使い方など 

１２月１６日(火) インターネット検索の使い方など 

 

■対 象 者  どなたでもご参加頂けます 

※スマートフォンをお持ちでない方には貸し出します 

 

■定 員  各回１０名程度（先着順に受け付け、定員になり次第受付を終了します） 

 

■参 加 費  無料 

 

■申込期間  開催日の前日まで（平日の１０時から１７時に限り受け付けます） 

 

■参加申込先 （株）エヌ・エス・シー ℡０２４２－２３－７７７１ 

 

 

問 （株）エヌ・エス・シー ℡０２４２－２３－７７７１ 

みらい創生課みらい創生係 ℡０２４１－４２－２４４７ 

 

 

 

 

 

厚生労働省では、「国民一人ひとり、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らし

ていただく日」として、１１月３０日（いいみらい）を「年金の日」としています。この機会に、「ねんきんネ

ット」でご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。 

 

「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認で

きるほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもできます。 

 

ご利用については、日本年金機構Ｗｅｂサイト（https://www.nenkin.go.jp/n_net/）をご覧く

ださい。 

 

問 町民課住民福祉係 ℡０２４１－４２－２１１８ 

 

 

会会津津柳柳津津駅駅舎舎ででススママーートトフフォォンン教教室室をを開開催催ししまますす 

１１１１月月３３００日日（（いいいいみみららいい））はは「「年年金金のの日日」」でですす 

Ｗｅｂサイトはコチラ 
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１１．． 目目撃撃情情報報をを調調べべままししょょうう 
クマがどこにいるのか知ることが大切です。 

県警のポリスメールや自然保護課の目撃マップを活用しましょう。 

 
２２．．ククママ鈴鈴ややララジジオオななどど音音ののすするるももののをを身身ににつつけけてて行行動動ししままししょょうう 
 クマの生息している場所では、クマ鈴、ラジオなど音のするものを身 

につけ、クマに自分の存在を知らせましょう。藪や河川敷に入る際は、 

事前に花火を打つなど追い払いを行いましょう。 

 
３３．．朝朝夕夕のの登登山山やや散散歩歩、、農農作作業業をを行行うう際際はは、、複複数数人人ででのの行行動動、、ククママ鈴鈴等等のの携携帯帯をを徹徹底底ししままししょょうう 
 朝夕はクマが最も活発に行動する時間帯です。朝夕の入山や農作業には十分注意しましょう。 

 
４４．．屋屋外外にに生生ゴゴミミ・・野野菜菜・・未未収収穫穫のの果果物物・・ペペッットトフフーードドをを置置かかなないいよよううににししままししょょうう    

   クマは餌に対する執着が非常に強いです。一度人間の食べ物や生ゴミの味を覚えてしまうと、頻繁 
に人里へ出没してしまうため、クマの食べ物になるものを置かないようにしましょう。また、畜舎や小 
屋に侵入し、餌を食べることもあるため、侵入されないよう対策しましょう。 
 

 

 

 

今年度は、クマの目撃件数及び人身被害がすでに過去最多となっている非常事態です。 

 今年のクマは山のエサ不足で腹を空かせています。通常、出没が減少する９月以降も出没数がさらに増加し

ており、この傾向は今後も続くと見られます。1人ひとりが普段の生活から気をつけることで、人身被害の防

止につながります。 

 今年は、例年とは異なる状況であることを十分に意識し、注意してお過ごしください。 

 

ここが危険！クマとの遭遇多発ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ククママのの出出没没ににごご注注意意くくだだささいい 

クマに出遭わないためにできること 

▲登山や仕事での入山     ▲キノコ採り      ▲河川敷       ▲林緑部や藪付近 

▲納屋・畜舎      ▲果樹周辺         ▲農作業・草刈り    ▲朝・夕の散歩 

目撃マップはコチラ 

問 地域振興課農林振興係 ℡０２４１－４２－２１１６ 

  福島県自然保護課 ℡０２４－５２１－７２１０ 
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全国的に住宅等への侵入や空き巣などの窃盗被害が発生しています。外出時や夜間の施錠はもちろんのこと、在

宅時にも、施錠を心がけましょう。また、児童への声掛けや付きまといの事案も発生しています。不審な人や車

を見かけた場合には、警察署または駐在所に通報をお願いします。 

※上記は、職業安定法（昭和22年法律第141 号）に定める職業紹介やあっせんを行うものではなく、あくまで

町内企業などへ求人情報を発信する場を提供するものです。各求人情報の詳細は、直接お問合せください。

柳柳津津町町内内企企業業等等求求人人情情報報

柳柳津津町町内内街街頭頭犯犯罪罪発発生生状状況況（（令令和和７７年年９９月月３３００日日現現在在）） 
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町では、１２５㏄超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、皆さんからの申告に基

づいて把握しています。 

そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きをされた場合でも、旧登録地の市区町村に申告が無い場合は、

登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村からの課税が続くことになります。このときに行うべき旧市

町村への申告が「「税税止止めめ」」と呼ばれています。 

町で課税している１２５㏄超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出・譲渡・抹消などの手続きを他の都

道府県で行う場合には、必必ずず「「税税止止めめ」」のの手手続続ききをを行行っっててくくだだささいい。。  

 

■手続きが必要な方 

下記の２点のいずれにも該当する方は、税止めの手続きが必要です。 

（１）柳津町で課税されている１２５㏄超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを福島県 

外で行った場合 

（２）登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に 

申告の代行を依頼していない場合 

 

■手続き方法 

軽自動車検査協会や運輸支局などでの手続きの後、下記のいずれかの書類を用意していただき、総務課税務係

に軽自動車税の税止めをしたい旨ご連絡ください。 

・軽自動車税（変更）申告書の本人控えの写し 

・自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証の写し 

・変更前と変更後の自動車検査証の写し 

・変更前と変更後の自動車届出済証の写し 

 

■注意点 

・福島県内の軽自動車検査協会・運輸局で手続きを行った場合は「税止め」の手続きは不要です。県内に限り 

登録内容の変更情報が柳津町に届きます。 

・変更手続きの際に代行等を依頼せず「自己申告」を選択した場合、税止め申告がなされず、旧所有者に納税通

知書が届くなどトラブルとなる場合がありますので、「自己申告」を選択した場合には税止め申告をお願いしま

す。 

・ディーラーなど代理人に依頼した場合や個人売買・譲渡などで、相手方に登録変更の手続きを依頼した場合は、

税止めの手続きがなされているかご確認ください。相手方に依頼等をした場合でも税止めなどの手続きが行われ

ていない場合「売却したのに翌年度も納税通知書が来た」などのトラブルの原因となる場合があります。 

 

 

 

問 総務課税務係 ℡０２４１－４２－２１１３ 

 

 

 

軽軽自自動動車車税税（（税税種種別別））のの「「税税止止めめ」」手手続続ききににつついいてて 

4 

全国的に住宅等への侵入や空き巣などの窃盗被害が発生しています。外出時や夜間の施錠はもちろんのこと、在

宅時にも、施錠を心がけましょう。また、児童への声掛けや付きまといの事案も発生しています。不審な人や車

を見かけた場合には、警察署または駐在所に通報をお願いします。 

※上記は、職業安定法（昭和22年法律第141 号）に定める職業紹介やあっせんを行うものではなく、あくまで

町内企業などへ求人情報を発信する場を提供するものです。各求人情報の詳細は、直接お問合せください。

柳柳津津町町内内企企業業等等求求人人情情報報

柳柳津津町町内内街街頭頭犯犯罪罪発発生生状状況況（（令令和和７７年年９９月月３３００日日現現在在）） 



 
6 

 

 

 

令和７年分の確定申告相談の時期が近づきました。 

申告書類がまとめられていないと受付できない場合がありますので、皆さまのご協力をお願いします。 

 

・農業所得や営業所得などがある方は、収支内訳表を作成してください。 

・医療費控除用の領収書を整理(合計)し、明細書を作成してください。 

 

問 総務課税務係 ℡０２４１－４２－２１１３ 

 

 

 

 

令和７年１０月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札による落札価格が１００万円以上の工事・委託

についての結果です。１００万円以下の入札結果については、役場２階総務課財政係において閲覧できます。 

 

●工事（指名競争入札）（価格：税込／単位：円） 

入札日 工事名（工事箇所） 予定価格 落札価格 落札業者 

１０月３０日 側溝改修工事（大字牧沢字上堂ノ下地内） 4,444,000 4,400,000 ㈲西村土建 

 

問 総務課財政係 ℡０２４１－４２－２１１２ 

 

 

 

 

柳津町地域おこし協力隊、会津柳津駅舎担当の小川です。 

長かった残暑も終わり、只見線沿線の山々も色づき始め、秋の訪れを感じています。只見線も繁忙期が終わり、

臨時列車の運行から普通列車・団体列車の運行がメインになります。 

１１月２３日には、普通車両を利用した団体列車「薫り感じる旅ツアー」が開催されます。この列車は、車内

で地酒や伝統芸能を披露する団体列車になっており、「柳津の大神楽」も披露される予定です。来年のディステ

ィネーションキャンペーンに向け、只見線では奥会津地域の魅力を再発見する団体列車が運行される予定ですの

で、ぜひご注目下さい。 

 

■まちなか周遊スタンプラリーについて 

７月から開催しておりました「まちなか周遊スタンプラリー」です

が、好評の末１０月いっぱいで終了しました。この場を借りて、町民

の皆さまへご協力と感謝を申し上げます。引き続き、このような町内

周遊型のスタンプラリーを企画すると思いますのでその際もぜひ、ご

参加ください。 

 

ああいいべべここ通通信信 

▲まちなか周遊スタンプラリーの様子 

工工事事等等入入札札結結果果をを公公表表ししまますす 

確確定定申申告告相相談談のの準準備備ををおお願願いいししまますす 

問 地域振興課観光商工係 ℡０２４１－４２－２１１４ 

 


